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令和７年度　保健事業
健康教室のご案内・歯科健診・子宮がん検診を受けましょう！
カウンセリング相談のご案内・任意継続組合員について
被扶養者の検認（資格確認）について
公務災害・第三者加害におけるマイナ保険証等の使用について
育児休業等終了時改定・３歳未満養育特例
組合員のページ
令和６年度　決算の概要
組合員証・傷病手当金について

ご家族とも一緒にお読みください。

発　　行
公立学校共済組合山梨支部
電話　055－223－1745

https://www.kouritu.or.jp/yamanashi/



健康相談
カウンセリング相談を臨床心理士の相談室へ委託し、随時行います。
▶予約電話 055-223-1747　健康管理担当

健康教育
身体と心の健康をテーマにし研修会を開催します。
●健康増進セミナー 会場実施とライブ配信 
●メンタルヘルス研修会 動画配信  
●管理職のためのメンタルヘルス研修会 会場実施
 

リフレッシュ旅行補助
組合員及び被扶養者が指定宿泊施設を利用したとき、補助を行います。

1泊 2,000 円（年間 2 泊まで）
ただし、4 歳～小学生は 1,000 円
※詳しくは、｢支部ホームページ｣をご参照ください。

日帰りリフレッシュ補助
組合員が指定施設の回数利用券を購入する費用の 5割を補助します。

ウォーキング・グランプリ
普段の生活の中で、活動量を増やすきっかけづくりや、職場のコミュニ
ケーション促進を目的とし、同じ所属所で一定期間のチームの合計歩
数を競う事業を実施します。

ライフプランセミナー
退職後を見据えて、健康で充実した人生を送るための生涯生活設計の
プランニングを、セミナー等を通じて支援します。
 ❶退職準備型（退職前5年以内向け内容） 
 ❷生活設計型（40～50代向け内容） 
 ❸経済生活設計型（20～30代向け内容） 
※令和7年度もインターネット上の動画視聴により実施することから、組合員の
方であればどなたでも受講可能です。また、①～③の内容はあくまで目安となり
ますので、ご自身で興味のあるセミナーを選択いただけます。
※今年度の募集は締め切りました。

芸術鑑賞補助
芸術公演等に親しんでいただくため、共済組合で席を確保し補助します。

　生活習慣病などの病気を早期に発見し、組合員の健康の保持増進を
図ります。（年齢は、令和8年4月1日現在です。)

人間ドック
県内8医療機関と関東中央病院で受診します。

33、36、39、41、44、46、49、51、54、
56、57、58、59、60、62、64、66、68歳
の組合員及び70歳以上の組合員のう
ち希望者（61歳以上は大学職員向け）

検査料の2割

令和7年6月～8年2月（県と共同実施）

脳ドック
脳ドックを希望する公立学校共済
組合員（定員360人）

検査料の3割
(上限額16,398円)

令和7年6月～8年2月（県と共同実施）

※今年度の募集は締め切りました。

被扶養配偶者人間ドック
40歳以上の希望する被扶養配偶者

（定員300人）

検査料金から特定健康診査の費用を除
いた4割

令和7年7月～8年2月

※今年度の募集は締め切りました。

子宮がん検診
県内のほぼ全域の産婦人科で受診できます。

20歳以上の奇数年齢で人間ドック対象
者を除く女性組合員

なし　　

令和7年7月～8年1月

希望制一日人間ドック
指定年齢制一日ドック以外の組合員（定員650人）

検査料の2割

令和7年6月～8年2月（県と共同実施）

※今年度の募集は締め切りました。

歯科健診
県内のほぼ全域の歯科医院で受診できます。

25、35，45，55，65歳の組合員

なし　　

令和7年7月～8年1月

骨密度検査
人間ドック受診時にあわせて行います。

39、46、51、56、60歳の女性組合員

なし　　　

令和7年6月～8年2月（県と共同実施）

特定健康診査・特定保健指導
メタボリックシンドロームに着目した特定健康診
査及び特定保健指導を実施します。

●組合員　

年度内に40歳から75歳※の誕生日を迎える組合員

なし

令和7年6月～8年2月
（職場の定期健康診断および人間ドックの中で実施）

●被扶養者

年度内に40歳から75歳※の誕生日を迎える被扶養者

なし

令和7年6月下旬～8年2月
（市町村の集団健診または指定健診機関で受診）

※75歳の誕生日前日まで受診できます。

　特定健康診査の結果、特定保健指導が必要と判
断された方には、その旨をご案内します。
　特定保健指導（積極的支援・動機づけ支援）の一
部対象者に対し、個別訪問による指導を行います。
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健康相談
カウンセリング相談を臨床心理士の相談室へ委託し、随時行います。
▶予約電話 055-223-1747　健康管理担当

健康教育
身体と心の健康をテーマにし研修会を開催します。
●健康増進セミナー 会場実施とライブ配信 
●メンタルヘルス研修会 動画配信  
●管理職のためのメンタルヘルス研修会 会場実施
 

リフレッシュ旅行補助
組合員及び被扶養者が指定宿泊施設を利用したとき、補助を行います。

1泊 2,000 円（年間 2 泊まで）
ただし、4 歳～小学生は 1,000 円
※詳しくは、｢支部ホームページ｣をご参照ください。

日帰りリフレッシュ補助
組合員が指定施設の回数利用券を購入する費用の 5割を補助します。

ウォーキング・グランプリ
普段の生活の中で、活動量を増やすきっかけづくりや、職場のコミュニ
ケーション促進を目的とし、同じ所属所で一定期間のチームの合計歩
数を競う事業を実施します。

ライフプランセミナー
退職後を見据えて、健康で充実した人生を送るための生涯生活設計の
プランニングを、セミナー等を通じて支援します。
 ❶退職準備型（退職前5年以内向け内容） 
 ❷生活設計型（40～50代向け内容） 
 ❸経済生活設計型（20～30代向け内容） 
※令和7年度もインターネット上の動画視聴により実施することから、組合員の
方であればどなたでも受講可能です。また、①～③の内容はあくまで目安となり
ますので、ご自身で興味のあるセミナーを選択いただけます。
※今年度の募集は締め切りました。

芸術鑑賞補助
芸術公演等に親しんでいただくため、共済組合で席を確保し補助します。

　生活習慣病などの病気を早期に発見し、組合員の健康の保持増進を
図ります。（年齢は、令和8年4月1日現在です。)

人間ドック
県内8医療機関と関東中央病院で受診します。

33、36、39、41、44、46、49、51、54、
56、57、58、59、60、62、64、66、68歳
の組合員及び70歳以上の組合員のう
ち希望者（61歳以上は大学職員向け）

検査料の2割

令和7年6月～8年2月（県と共同実施）

脳ドック
脳ドックを希望する公立学校共済
組合員（定員360人）

検査料の3割
(上限額16,398円)

令和7年6月～8年2月（県と共同実施）

※今年度の募集は締め切りました。

被扶養配偶者人間ドック
40歳以上の希望する被扶養配偶者

（定員300人）

検査料金から特定健康診査の費用を除
いた4割

令和7年7月～8年2月

※今年度の募集は締め切りました。

子宮がん検診
県内のほぼ全域の産婦人科で受診できます。

20歳以上の奇数年齢で人間ドック対象
者を除く女性組合員

なし　　

令和7年7月～8年1月

希望制一日人間ドック
指定年齢制一日ドック以外の組合員（定員650人）

検査料の2割

令和7年6月～8年2月（県と共同実施）

※今年度の募集は締め切りました。

歯科健診
県内のほぼ全域の歯科医院で受診できます。

25、35，45，55，65歳の組合員

なし　　

令和7年7月～8年1月

骨密度検査
人間ドック受診時にあわせて行います。
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令和7年6月～8年2月（県と共同実施）
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（市町村の集団健診または指定健診機関で受診）

※75歳の誕生日前日まで受診できます。

　特定健康診査の結果、特定保健指導が必要と判
断された方には、その旨をご案内します。
　特定保健指導（積極的支援・動機づけ支援）の一
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対象者●20歳以上の奇数年齢の女性職員
対象の方には6月中に健診票を送付しましたので、必ずこの
機会に受診しましょう！

健 康 教 室 の ご 案 内

●歯科健診
　歯を失う主な原因は歯周病とむし歯です。歯周病は30歳代以降から増加し、45歳以上の約半数が
進行した歯周病にかかっていると言われています。さらに、歯周病は糖尿病や脳梗塞など全身の健康と
も深く関わっています。あなたの健康を守るために、歯科健診を受けてみませんか？健診で、健康な歯
と体を維持しましょう！
●子宮がん検診
　子宮頸がんの主な原因であるヒトパピローマウイルス（HPV）は、ほとんどの女性が一生に一度は感
染すると言われています。通常、HPVに感染しても自己免疫力によって排除されますが、感染が長引く
とがん細胞に変化するリスクがあります。特に20歳代から罹患者数が増え始めます。初期段階では自
覚症状がないため、定期的な検診による早期発見が非常に重要です。あなたの健康を守るために、子
宮がん検診を受けてみませんか？早期発見があなたの未来を守ります。

歯科健診・子宮がん検診を受けましょう歯科健診・子宮がん検診を受けましょう

検診実施期間 令和7年7月1日～令和8年1月31日

カウンセリング相談のご案内カウンセリング相談のご案内

相談を希望する人で、現在治療中の人は必ず、

主治医の了解を得て申込みをしてください。

公立学校共済組合山梨支部　健康管理担当
（山梨県教育庁福利給与課内)

☎ 055－223-1747（直通）
受付時間　8：30～17：15

予約・問い合わせ先

●職場や家庭に心配事を抱えている
●仕事の悩みや不満・不安　
●自らの生き方の悩み
●心に負担がかかっている
　※ストレスを上手に解消できない　
　※何となく不安　　※眠れない　
　※気分の落ち込み　※集中できない

　公立学校共済組合山梨支部では、組合員の
皆様が気軽に心の相談を受けられる機会とし
て、カウンセリング相談を、臨床心理士・公認
心理師のオフィスに委託し行っています。

●年度10回まで無料で相談が受けられます。

●土日・祝日や平日夜なども対応可能です。
●2回目以降は、オンライン相談が可能なカウ

ンセリングルームもあります。

●初回の日程は、申込みを受けて、随時調整い
たします。

　※任意継続組合員は除く

このような時、専門家が
じっくりと相談にのります。

「悩み」「心配」「不安」がある時は、
一人で考え込まずに思い切って相談してみませんか？

年度の中途で退職した際も　
任意継続組合員制度に加入できる場合があります

　任意継続組合員ってなに？
退職後も引き続き医療給付等の適用を一部受けることができる制度で、最長2年間加入することができます。

　どんな人が任意継続組合員になれるの？
任意継続組合員になるための要件は２つあります。
①　退職日に、引き続き1年と１日以上の組合員期間があること
　　⇒　当共済組合の組合員資格取得の前日まで他の共済組合の組合員だった方は、他の共済組合で
　　　　の組合員期間も通算されます（私学共済を除く）。
②　退職日から起算して20日以内に加入の申出を行い、掛金を納付すること（下図　　　　の部分）

　任意継続組合員になるには何をしたらいいの？

他の制度と比較する場合のポイントは、加入条件・掛金・給付内容です！
・家族の扶養に入る場合は掛金がかかりません。
　ただし、加入要件（所得の制限など）があります。
・任意継続組合員と国民健康保険のどちらを選ぶか迷ったときは、
　掛金（保険料）や給付内容を比較してみてください。

任意継続加入の
お知らせ（資格情報のお知
らせ）を受け取る

掛金を
納付する

掛金に
関する通知を
受け取る

任意継続組合員
申出書を共済組合へ
提出する

期限を過ぎてしまうと
任意継続組合員になる
ことはできません！

注意！

RIZAPトレーナーによる健康増進セミナー開催！！
　筋力トレーニングの基礎知識や栄養知識（タンパク質）を学べる絶好の機会です！
　RIZAPトレーナーと一緒にバランス力や柔軟性をチェックし、
自分の身体をもっと知ろう！
日　　時■令和7年8月6日（水）14：00～15：30（受付13：30～）
会　　場■現地参加とWebのハイブリッド開催
現地参加■花小路 こうふ亀屋座 演芸場（先着50名）
Web参加■Zoomミーティング（アーカイブ配信予定）
内　　容■スタートアップ編
 ①自分のカラダを知ろう（３つのカラダ診断）②運動編・食事編
 運動不足や栄養の偏りなどが気になる方に特におすすめ！
 多くの方に向けた内容ですので、ぜひご参加ください。
 各所属に通知をお送りしますので、ご確認ください。

健康増進セミナー

　業務量の増加や職場環境によりストレスを感じている方も多いのではないでしょうか。
　ストレスが原因で起こる心や体に不調をきたす前に、自分自身の「考え方のクセ」に気づ
き、セルフケアの方法を学んでみませんか？
内　　容■「認知行動療法について～自分の考え方のクセを知ろう～」
 ＊組合員限定　YouTube動画配信
講　　師■公立学校共済組合　北陸中央病院　心理療法士　富田　さなえ 先生
配信期間■令和7年7月14日から令和7年9月16日まで

（アーカイブ配信期間　令和7年12月15日から令和8年1月16日）
＊7月に公立学校共済組合から所属へ通知が届きます。そちらをご覧ください。
＊申込み不要・お好きな時間に視聴可能です。是非、ちょっとしたすきま時間を活用して参
　加してみませんか！

教職員のためのメンタルヘルス研修会

秘密は
  守られますので、
 お気軽にお電話

  ください。

秘密は
  守られますので、
 お気軽にお電話

  ください。

1 2 3 4

チェック！

現地参加だと
RIZAPトレーナーから直接アド
バイスが受けられます！
他の参加者と交流してモチベー
ションを高めましょう！
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対象者●20歳以上の奇数年齢の女性職員
対象の方には6月中に健診票を送付しましたので、必ずこの
機会に受診しましょう！

健 康 教 室 の ご 案 内

●歯科健診
　歯を失う主な原因は歯周病とむし歯です。歯周病は30歳代以降から増加し、45歳以上の約半数が
進行した歯周病にかかっていると言われています。さらに、歯周病は糖尿病や脳梗塞など全身の健康と
も深く関わっています。あなたの健康を守るために、歯科健診を受けてみませんか？健診で、健康な歯
と体を維持しましょう！
●子宮がん検診
　子宮頸がんの主な原因であるヒトパピローマウイルス（HPV）は、ほとんどの女性が一生に一度は感
染すると言われています。通常、HPVに感染しても自己免疫力によって排除されますが、感染が長引く
とがん細胞に変化するリスクがあります。特に20歳代から罹患者数が増え始めます。初期段階では自
覚症状がないため、定期的な検診による早期発見が非常に重要です。あなたの健康を守るために、子
宮がん検診を受けてみませんか？早期発見があなたの未来を守ります。

歯科健診・子宮がん検診を受けましょう歯科健診・子宮がん検診を受けましょう

検診実施期間 令和7年7月1日～令和8年1月31日

カウンセリング相談のご案内カウンセリング相談のご案内

相談を希望する人で、現在治療中の人は必ず、

主治医の了解を得て申込みをしてください。

公立学校共済組合山梨支部　健康管理担当
（山梨県教育庁福利給与課内)

☎ 055－223-1747（直通）
受付時間　8：30～17：15

予約・問い合わせ先

●職場や家庭に心配事を抱えている
●仕事の悩みや不満・不安　
●自らの生き方の悩み
●心に負担がかかっている
　※ストレスを上手に解消できない　
　※何となく不安　　※眠れない　
　※気分の落ち込み　※集中できない

　公立学校共済組合山梨支部では、組合員の
皆様が気軽に心の相談を受けられる機会とし
て、カウンセリング相談を、臨床心理士・公認
心理師のオフィスに委託し行っています。

●年度10回まで無料で相談が受けられます。

●土日・祝日や平日夜なども対応可能です。
●2回目以降は、オンライン相談が可能なカウ

ンセリングルームもあります。

●初回の日程は、申込みを受けて、随時調整い
たします。

　※任意継続組合員は除く

このような時、専門家が
じっくりと相談にのります。

「悩み」「心配」「不安」がある時は、
一人で考え込まずに思い切って相談してみませんか？

年度の中途で退職した際も　
任意継続組合員制度に加入できる場合があります

　任意継続組合員ってなに？
退職後も引き続き医療給付等の適用を一部受けることができる制度で、最長2年間加入することができます。

　どんな人が任意継続組合員になれるの？
任意継続組合員になるための要件は２つあります。
①　退職日に、引き続き1年と１日以上の組合員期間があること
　　⇒　当共済組合の組合員資格取得の前日まで他の共済組合の組合員だった方は、他の共済組合で
　　　　の組合員期間も通算されます（私学共済を除く）。
②　退職日から起算して20日以内に加入の申出を行い、掛金を納付すること（下図　　　　の部分）

　任意継続組合員になるには何をしたらいいの？

他の制度と比較する場合のポイントは、加入条件・掛金・給付内容です！
・家族の扶養に入る場合は掛金がかかりません。
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任意継続組合員
申出書を共済組合へ
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期限を過ぎてしまうと
任意継続組合員になる
ことはできません！

注意！

RIZAPトレーナーによる健康増進セミナー開催！！
　筋力トレーニングの基礎知識や栄養知識（タンパク質）を学べる絶好の機会です！
　RIZAPトレーナーと一緒にバランス力や柔軟性をチェックし、
自分の身体をもっと知ろう！
日　　時■令和7年8月6日（水）14：00～15：30（受付13：30～）
会　　場■現地参加とWebのハイブリッド開催
現地参加■花小路 こうふ亀屋座 演芸場（先着50名）
Web参加■Zoomミーティング（アーカイブ配信予定）
内　　容■スタートアップ編
 ①自分のカラダを知ろう（３つのカラダ診断）②運動編・食事編
 運動不足や栄養の偏りなどが気になる方に特におすすめ！
 多くの方に向けた内容ですので、ぜひご参加ください。
 各所属に通知をお送りしますので、ご確認ください。

健康増進セミナー
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教職員のためのメンタルヘルス研修会

秘密は
  守られますので、
 お気軽にお電話

  ください。

秘密は
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  ください。

1 2 3 4

チェック！

現地参加だと
RIZAPトレーナーから直接アド
バイスが受けられます！
他の参加者と交流してモチベー
ションを高めましょう！
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被扶養者の検認（資格確認）にご協力を被扶養者の検認（資格確認）にご協力を
■ 公務災害・労働災害・通勤災害とは

■ 第三者加害行為とは

公務(労働)災害・通勤災害・第三者加害行為におけるマイナ保険証等の使用について

組合員が勤務中や通勤途中に負ったケガや
病気のことをいいます。

相手のいる交通事故等、他人からの加害行為に
よってケガを負ったことをいいます。

　公務中や通勤途中にケガをしたら・・・
①速やかに所属所等に連絡してください。
②医療機関を受診した際、マイナ保険証等の使用は公務外での傷病が対象となりま

す。勤務中や通勤途中に負った傷病で医療機関を受診した場合は、マイナ保険証等
は使用できません。マイナ保険証等を使用した場合は、必ず共済組合へ連絡をお
願いします。

③所属所または市町村担当者を通じて、公務災害・労働災害・通勤災害の認定申請手
続きを行ってください。

④地方公務員災害補償基金等の申請先機関にて、公務災害・労働災害・通勤災害と認
定された場合は、当該機関より治療費の補償が行われます。

　認定されなかった場合は、公立学校共済組合へ治療費の請求を行うことが可能で
す。

　マイナ保険証等を使用して医療機関を受診し、後日、公務災害・労働災害・通勤災
害の認定を受けた場合は、共済組合が給付した医療費を返還していただくことにな
ります。

　交通事故にあったら・・・
●どんなに小さな事故でも、警察に連絡し事故の確認をしてください。
●相手の氏名、連絡先、車両情報（保険会社等）を確認してください。
●軽いケガであっても自己判断せずに、必ず医師の診療を受けてください。受診の際

は、交通事故等によるケガである旨を伝えてください。
●所属所および共済組合へ速やかに連絡してください。
●相手の主張に安易に同意しないよう注意してください。
●治療が終了しない間は、示談を急がないようにしてください。

　病院で受診するとき
　　交通事故によってケガをした場合、その治療に要する費用は加害者（相手方）に

よって負担されるべきものです。マイナ保険証等を使用する場合は、共済組合への
連絡と「事故報告書」等の提出をお願いします。

　　マイナ保険証等を使用した場合、治療費の３割を組合員が負担し７割を共済組合
が給付することになりますが、共済組合が負担した治療費等は、後日、共済組合か
ら加害者へ求償します。

　公立学校共済組合では、毎年、現在認定されている被扶養者が引き続き被扶養者としての要件を
備えているか確認を行います。
　検認（資格確認）は今年も8月から9月頃に予定しています。以下に該当するような場合は被扶
養者取消となります。日頃から確認をし、遡及取消にならないようご協力をお願いいたします。

１．就職等により勤務先で健康保険の被保険者となったとき

２．収入が限度額を超過したとき…

３．収入以外の認定要件で取消になるとき

 年　額 月　額

下記以外の者 130万円未満 108,334円未満

60歳以上の者又は、
障害を支給事由とする公的年金受給要件に 180万円未満 150,000円未満
該当する程度の障害を有する者

①　夫婦共同扶養の場合、配偶者の収入が組合員の収入を上回っていたとき又は明らかに上回ると見
込まれるとき（組合員の収入÷配偶者の収入＜0.9の場合）

　注意　　今まで扶養していた組合員が再任用になり、配偶者の方が収入が多くなる見込みとなった
時などが該当します。（夫婦双方とも組合員の場合は、収入比較の必要はありません。）

②　別居している被扶養者への送金額が不足していたとき・送金が行われていなかったとき

　注意　　別居の父母や孫などを被扶養者としている場合、被扶養者の総収入の3分の1以上の送金を
行っていることが認定要件となっています。（総収入には、送金額も含まれます。）

③　組合員との同居が必須の認定要件となっている被扶養者と別居したとき

④　日本国内に住所を有しなくなったとき（特例に該当する場合は除く）

⑤　その他、扶養の実態がなくなったとき

（パート・アルバイト・自営業等）
◎　12か月の収入合計額（通勤手当等を含む総支給額）が130万円以上となった。（又は月収が3か月

連続して108,334円以上となった。）
◎　農業所得・不動産所得・営業所得等があり、収入金額から必要経費を差し引いた金額が130万円

以上となった。
注意１　確定申告で認められる必要経費であっても、被扶養者の収入を判断する際には必要経費とし

て認められないものがあります。
注意２　株式の譲渡収入（1年間の差益の合計）・配当金も収入に含まれます。

（年金受給者）
◎　公的年金の受給開始・年金額改定により、収入が年額180万円以上となる見込みが立った。年金

の他に給与収入等があり、年金（年額を12で割った金額）と給与収入等の合計が3か月連続して
15万円以上となった。

注意１　見込みが立ったとは、年金証書を受け取った時などを言います。
注意２　65歳になると公的年金を満額受給できるため、65歳になる方は特に注意が必要です。
注意３　収入には、個人年金（財形年金・企業年金等）も含まれます。

（雇用保険の基本手当）
◎　日額3,612円以上の基本手当を受給し始めた。（60歳以上は5,000円以上）

限
度
額

給与・年金・雇用（失業）保険・最新の確定申告
（株・不動産・事業収入等）等の全ての収入を合
算すること
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組合員の
ペ ー ジ
組合員の
ペ ー ジ

OJT～チームで進める教育活動～
甲府市立西中学校　深澤　茉莉

OJT（On The Job Training）…実際の職場で実践を通して学ぶ訓練。この言葉

を知ったのは、恥ずかしながら去年、私が校内のOJT担当になった時だった。

思い返せば、教員になってから今まで、周りには当たり前のように尊敬できる先輩の

先生方がいて、姿で見せてくれたり、困ったときには手を差し伸べてくれたり、放課後

の何気ない会話の中で親身になって相談にのってアドバイスをしてくれたり、日々現場

の中で私を育ててくれた。今考えると先輩方や子どもたちと過ごす日々そのものが

OJTであった。

中堅という立場になった今、今までしてきてもらったことを次は私が若手の先生方に

少しでも還元できたらという思いからOJT担当となった。そんな中始まった西中学校

でのOJT。年度初めには、若手教員全員で学級開きに対する思いを語り合い、今まで

先輩方から受け継いだ資料を共有し合った。５月の連休明けには、スクールカウンセ

ラーの先生から不安を抱える生徒との関わり方についての話を伺い、子どもたちが安心

して過ごすことができる環境を整えることの大切さを実感した。学園祭や合唱祭では、

行事を通して生徒をどのように育てたいか、どんなクラスにしたいか、考えをより明確

にし、準備に励んだ。子どもたちを成長させるためには行事はとても大切なものだとい

う意識を持つことができた。

OJTの活動を通して、先生方と語り合う時間はとても楽しく、刺激があった。「私

ももっと頑張ろう」、そんな気持ちが強くなっていった。高めあえる仲間がいる、困っ

たときに助けてくれる仲間がいることに心強さを感じた。また、そんな私たちに多くの

先輩の先生方が資料や学級通信をくださり、何か力になれることがあればと声をかけて

くれることも心強かった。校長先生は毎回OJTの活動に参加し、よりよい活動になる

ように助言し、そして温かく見守ってくれた。先生方とチームになり、教育活動を進め

ていることを実感することができた。こんな職場で働ける私は幸せだ。心からそう思っ

ている。そんな気持ちを多くの若手の先生が感じられるように、今年度も西中学校で

OJTを進めていき、子どもたちのより良い成長のために頑張ろうと思っている。

育児休業等終了時改定育児休業等終了時改定

３歳未満の子を養育されている方の
年金特例制度

　３歳未満の子を養育している組合員が育児短時間勤務等により標準報酬月額
が下がった場合に、将来の年金額が低くなることを避けるため、養育開始前の
高い標準報酬月額を年金額の計算に適用する制度です。この特例制度の適用を
受けるには、「３歳未満の子を養育する旨の申出書」等の提出が必要です。

対 　 　 象 　 　 者
 ３歳未満の子を養育※している組合員

 　　　　　　　　　　　　　　※養育とは…同居し監護すること。

特例の基準となる
 当該子の「養育開始日（出生日等）の属する月」の前月の

標 準 報 酬 月 額
 標準報酬月額

 (例) ５月１日生まれの子の場合は、４月の標準報酬月額

特 例 の 適 用 期 間
 開始月 「養育を開始した日」の属する月

 終了月 「養育を終了した日」の翌日の属する月の前月

 ・産前産後休暇や育児休業による掛金免除期間中は適用され
 　ません。

留 　 意 　 事 　 項
 ・特例の適用期間中に、当該子を養育しなくなったとき、ま

 　たは他の子の産前産後休暇や育児休業等による掛金免除を
 　受けるときは、「３歳未満の子を養育しない旨の申出書」
 　を提出してください。

　育児休業等から復職し、育児短時間勤務や育児部分休業を取得したこと等に
より報酬が減少し、復職前の標準報酬月額と復職後の報酬の間に１等級以上の
差がある場合、申出をすることにより復職後の報酬をもとに標準報酬月額を改
定することができます。

※１　育児休業等に引き続き産前産後休業や育児休業等を取得する場合は対象外

※２　報酬の基礎となる日数が１７日未満である月は除いて算定
（例）４月２０日に復職の場合は、４～６月の報酬が対象となりますが、４月は算定

基礎となる日数が１７日未満のため、５～６月の報酬の平均になります。

対　　象　　者 育児休業等終了日において３歳未満の子を養育する方 ※１

対象となる報酬
 育児休業等終了日の翌日が属する月以後３ヶ月の報酬の平均 ※２

 （例）４月１日復職の場合は、４～６月の報酬の平均

改 定 の 時 期 育児休業等終了日の翌日が属する月から４ヶ月目
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組合員数・被扶養者数

短期給付事業

貸 付 事 業

保 健 事 業

長期給付事業

　事　　業　　名　

特 定 健 康 診 査

特 定 保 健 指 導

　 　 　 　

腫 瘍 マ ー カ ー 検 査

骨 密 度 健 診

乳 が ん 検 診

子 宮 が ん 検 診

脳 ド ッ ク

支 出 額

9,032

8,462

44,942

9,784

4,467

993

2,114

6,329

3,728

　組合員及び被扶養者の病気、負傷、出産、死亡等に対して給付を行います。
　令和6年度給付件数は約22万7,742件で、給付額は約27億0,317万3千円でした。
　これを組合員1人当りに対する1年間の給付で見ると、約給付件数25件、給付額29万6千円となります。

　公立学校共済組合は、組合員の掛金と地
方公共団体の負担金を財源として諸事業を
行います。
　令和６年度における各事業のあらましを
お知らせします。

　組合員が臨時に資金を必要とするとき、各種貸付けを行います。
　令和6年度は前年度より貸付件数は16件増加し、貸付金額も4千110万円増加しました。

　組合員の健康課題解決と健康管理を目的に、人間ドックや器官別健診などの健診事業等を実施しました。

　組合員が老齢年金受給開始年齢に達したとき、障害の状態になったとき、死亡したときなどに、年金の給
付を行います。年金額の決定・給付は共済組合本部で行っており、支部の掛金・負担金の収入は、全額本部
へ送金しております。

一 般 組 合 員

短 期 組 合 員

任 意 継 続 組 合 員

　 計 　

男

3,575

476

115

4,166

女

4,085

767

103

4,955

計

7,660

1,243

218

9,121

被扶養者数

4,868

258

76

5,202

1人当りの被扶養者数

0.64

0.21

0.35

0.57

   負担金
6,123,741千円

54.1%

　追加費用負担金
 739,833千円

 6.6%

   掛　金
 4,450,389千円 

39.3%

実施人員

622

－

1,479

317

1,274

344

527

891

272

　事　　業　　名　

Ｐ Ｅ Ｔ 検 査

歯 科 健 診

被扶養配偶者人間ドック

健康教育・健康相談

カウンセリング相談

リフレッシュ旅行補助

芸 術 鑑 賞 補 助

育 児 支 援 冊 子 配 布

　 合 計 　

支 出 額

903

1,319

4,628

3,828

1,096

3,748

183

991

106,547

実施人員

14

534

242

13,212

137

515

70

185

　 　 　 　 項 　 目

区 　 分 　 　 　 　

一 般 貸 付

教 育 貸 付

住 宅 貸 付

住 宅 災 害 貸 付

医 療 貸 付

結 婚 貸 付

葬 祭 貸 付

計
（　）は令和5年度

件 　 　 数

42

13

3

0

0

2

0

60
（44）

金 　 　 額

59,700

32,000

23,500

0

0

2,600

0

117,800
（76,700）

件 　 　 数

187

48

220

0

0

9

2

466
（491）

金 　 　 額

155,835

88,029

600,825

0

0

9,799

1,960

856,448
（945,787）

令和6年度貸付金 令和6年度末未償還元金

▶収入の状況 （単位：千円） （単位：千円）

（単位：件・千円）

（単位：千円・人）

▶支出の状況

▶収入の状況

▶貸付状況

令和7年3月31日現在（単位：人）

任意継続掛金
98,967（1.6％）

介護掛金・介護負担金
586,735
（9.4％）

短期掛金
2,579,680
（41.2％）

前年度より繰越金・賠償金・その他
359,259（5.7％）

短期負担金
2,640,484
（42.1％）

総 額
6,265,125

総 額
6,265,125
給付件数

227,742件

保健給付        
2,289,233

　　　  （36.5％）

本部へ回送金
3,167,971
（50.6％）

次年度へ繰越金・その他
393,981　　　
（6.3％）　　　

一部負担金払戻金
38,748（0.6％）

附加給付
22,935

（0.4％）

休業給付
352,257

（5.6％）

決算の概要
令和６年度

（　　　　　）40歳以上の年齢指定制
・希 望 制 人 間ド ッ ク

（　　　　　）40歳未満の年齢指定制
・希 望 制 人 間ド ッ ク

災害給付
0

（0％）

給付額
2,639,879

給付額　　2,703,173,000円
1人当たり　25件 296,000円

人間ドック
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0

0

2

0

60
（44）

金 　 　 額

59,700

32,000

23,500

0

0

2,600

0

117,800
（76,700）

件 　 　 数

187

48

220

0

0

9

2

466
（491）

金 　 　 額

155,835

88,029

600,825

0

0

9,799

1,960

856,448
（945,787）

令和6年度貸付金 令和6年度末未償還元金

▶収入の状況 （単位：千円） （単位：千円）

（単位：件・千円）

（単位：千円・人）

▶支出の状況

▶収入の状況

▶貸付状況

令和7年3月31日現在（単位：人）

任意継続掛金
98,967（1.6％）

介護掛金・介護負担金
586,735
（9.4％）

短期掛金
2,579,680
（41.2％）

前年度より繰越金・賠償金・その他
359,259（5.7％）

短期負担金
2,640,484
（42.1％）

総 額
6,265,125

総 額
6,265,125
給付件数

227,742件

保健給付        
2,289,233

　　　  （36.5％）

本部へ回送金
3,167,971
（50.6％）

次年度へ繰越金・その他
393,981　　　
（6.3％）　　　

一部負担金払戻金
38,748（0.6％）

附加給付
22,935

（0.4％）

休業給付
352,257

（5.6％）

決算の概要
令和６年度

（　　　　　）40歳以上の年齢指定制
・希 望 制 人 間ド ッ ク

（　　　　　）40歳未満の年齢指定制
・希 望 制 人 間ド ッ ク

災害給付
0

（0％）

給付額
2,639,879

給付額　　2,703,173,000円
1人当たり　25件 296,000円

人間ドック
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病気等で休業した場合、「傷病手当金」が支給されます病気等で休業した場合、「傷病手当金」が支給されます

　　①　支給開始日・支給期間
　病気又はケガのため、引き続き勤務に服することができなくなった日以後3日を経
過した日から支給されます。しかし、給料との調整があるため、実際には給料が半
減又は無給になったところから支給が開始することになります。
　支給期間は、1年6カ月です。さらにその後も勤務することができない場合は、傷
病手当金附加金が6カ月支給されます。

　　②　支給額
1日当たり（週休日を除く）、次の計算式で求められる金額が支給されます。

　　③　支給額の調整
以下の支給や給付がある場合は、傷病手当金の金額が調整（減額）されます。
●給料等の報酬
●同一の傷病による障害年金　
●障害手当金　　　　　　　　　
●出産手当金　
●地方公務員災害補償法の規定による補償　

　　④　資格喪失後の給付
1年以上組合員であった者が、傷病手当金を支給されたまま退職した場合、
　

　また、傷病のため休んでいてそのまま退職したが、給料が支給されていたため傷病
手当金の支給が始まっていなかった場合も、同様の扱いになります。
　傷病手当金は、請求により支払われます。請求に関するお問い合わせは共済組合あ
てお願いします。

傷病手当金とは？
傷病手当金は、組合員が公務によらない病気やケガの療養のため休業し、給与が
減額されたときに、これを補填するための給付です。

「傷病手当金支給開始日の属する月以前の直近の
継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額」×1/22　　×　2/3

→
退職後も請求することが
できます。（※傷病手当金
附加金は支給されません。）

その傷病のために引き続き働けない状態で、
支給期間が残っていれば（支給開始から1年6か月内）

傷病手当金と同一の傷病で障害年金が遡っ
て決定された場合も調整が発生します。傷
病手当金と障害年金の支給期間が重なって
いる場合は、既に支給された傷病手当金を
返還していただくことになります。

※マイナ保険証を使用予定の方は、8月末までにマイナンバーカードの健康保険証利用登録を済ま
　せてください。
※マイナ保険証未登録の方には、10月中旬ごろから順次、医療機関等に提示して保険診療が受け
　られる「資格確認書」を職権で交付する予定です。

組合員証・組合員被扶養者証は、
本年12月2日から、医療機関等での使用ができなくなります

マイナンバーカードを保険証として利用するには、紐付けが必要です。方法は、次の3つです。
●医療機関や薬局の受付にあるカードリーダーから　　●マイナポータルアプリから　　
●セブン銀行ATMから　　　　　　※マイナンバーカードが必要です。
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